
 

 

令 和 ６ 年 １ ２ 月 ２ 日  

国土交通省中部地方整備局 

  木 曽 川 上 流 河 川 事 務 所  

木曽川右岸地帯水防事務組合 

 

水防協力団体認定書交付式（株式会社 三弘）を開催します 

 
水防協力団体は、地域の水防力を強化するため、水防団または消防団と連携して、水防に関する普

及啓発活動や、水防団または消防団への物資の供給等の後方支援などを行うことができる団体です。              

このたび、株式会社 三弘が、木曽川右岸地帯水防事務組合へ水防協力団体指定申請書を提出

され、木曽川右岸地帯水防事務組合が、株式会社 三弘を水防協力団体として指定することになりまし

た。 

以下のとおり、木曽川右岸地帯水防事務組合 管理者（笠松町長）から株式会社 三弘への水防協

力団体認定書の交付式を行いますので、お知らせします。なお、交付式は、木曽川上流河川事務所長

が立会の上、開催いたします。 

 

 

１．日時、場所 

・日時   令和 6 年 12 月 9 日（月） 14 時 00 分～14 時 30 分 

・場所   笠松町役場 ３階特別会議室 

 

 ２．出席者 

・木曽川右岸地帯水防事務組合 管理者 （笠松町長） 

・株式会社 三弘 代表取締役 

・国土交通省 中部地方整備局 木曽川上流河川事務所長 

 

 ３．次第 

   ・開会 

   ・認定書交付・目録進呈・感謝状授与・記念撮影 

   ・挨拶 

   ・閉会 

 

４．配布先 

・中部地方整備局記者クラブ、岐阜県政記者クラブ 

 

 ５．取材登録について 

取材について 取材を希望される報道機関におかれましては、１２月６日（金）１２時までに別紙

「取材登録書」をメールにて提出をお願いします。 

 

 ６．【参考】笠松町からの記者発表について 

   水防協力団体認定書交付式（株式会社 三弘）につきましては、笠松町も記者発表をされる予定 

です。笠松町の記者発表資料は、別紙のとおりです。 

   

 

 

 

木曽川右岸地帯水防事務組合 



７．問合せ先 

   国土交通省 中部地方整備局 木曽川上流河川事務所  

                      総括保全対策官 井川  TEL ０５８―２５１－１１２５ 

   木曽川右岸地帯水防事務組合 事務局              TEL ０５８－３８７－２０２２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙 

  

 

 

 当交付式の取材をご希望される報道機関におかれましては、事前登録のためこちらの取材登録書を

ご記入のうえ、期限までにメールにて送信をお願い致します。 

 

 

 

送信期限 ： １２月 ６日（金） 12 時 00 分 まで 

 

 

 

 

  １．報道機関名          

 

 

  ２．取材者等 
 ①お名前                             
②ご連絡先 (TEL)                    
③取材人数     人 

 

     

 
送信先 メールアドレス cbr-suiboukyouryoku@gxb.mlit.go.jp  

      
※受信ミスの防止のため、メール送信を頂いた後、「木曽川上流河川事務所 流域治水課 TEL 058-251-
1125」にメールを送信した旨のご連絡をお願いします。 
※会場の都合上、人数が定員に達し、ご参加いただけない場合がございます。ご参加いただけない場合   
のみ、こちらから連絡致します。 
※今回、ご記入いただきました個人情報については、「水防協力団体認定書交付式（株式会社 三弘）」

運営以外には使用致しません。 

水防協力団体認定書交付式（株式会社 三弘） 
取材登録書 



 

ＨＰ http://www.town.kasamatsu.gifu.jp/ 

送信者 笠松町役場 企画環境経済部 企画課 未来創造室  

    TEL058-388-1127 FAX058-387-5816 

 
 
 
 
 

   令和６年１２月２日 
 
 

 

【木曽川右岸地帯水防事務組合×株式会社三弘】 
水防協力団体認定書交付式 

 
 

取材・掲載依頼 
 
 
水防協力団体は、地域の水防力を強化するため、水防団または消防団と連携して、平常

時の水防に関する普及啓発活動や、水防団または消防団への物資の供給等の後方支援など

を行うことができる団体です。               

このたび、株式会社三弘が、木曽川右岸地帯水防事務組合へ水防協力団体指定申請書を

提出され、木曽川右岸地帯水防事務組合が、株式会社三弘を水防協力団体として指定する

ことになりました。 

以下のとおり、木曽川右岸地帯水防事務組合管理者から株式会社三弘への水防協力団体

認定書の交付式を行いますので、お知らせします。 

なお、交付式は、木曽川上流河川事務所長が立会の上、開催いたします。 

つきましては、下記のとおり認定書交付式を行いますので、ぜひ当日の取材をよろしく

お願いします。 

 
記 

 

1. 日  時 令和６年１２月９日（月） １４時００分～１４時３０分 

 

2. 場  所 笠松町役場３階 特別会議室 

 

3. 出 席 者 株式会社三弘 代表取締役  井出 竜之 

 木曽川右岸地帯水防事務組合 管理者 古田 聖人 

     木曽川上流河川事務所長   齋藤 大作 

 

【問合先】 木曽川右岸地帯水防事務組合 

          ＴＥＬ ０５８－３８７－２０２２ 

別紙 


